
　

平
成
18
年
度
に
税
務
課
に
設
置

さ
れ
た
特
別
滞
納
整
理
係
は
、
今

年
10
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

　

平
成
17
年
度
に
滞
納
繰
越
額
は

約
11
億
５
，
６
０
０
万
円
に
ま
で

累
積
、
徴
収
率
も
71
．６
％
ま
で
下

降
し
、
当
時
、
全
国
的
に
も
税
の

徴
収
率
の
低
下
が
問
題
視
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
滞
納
繰
越
額
の
圧
縮

や
徴
収
率
の
向
上
を
目
的
と
し
て

特
別
滞
納
整
理
係
が
設
置
さ
れ
ま

し
た
。
以
降
、
滞
納
処
分
を
積
極

的
に
実
施
し
つ
つ
、
元
国
税
局
職

員
を
徴
収
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て

招
き
、
大
規
模
な
捜
索
で
差
し
押

さ
え
た
動
産
類
を
県
下
の
他
市
町

村
に
先
駆
け
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

公
売
を
実
施
し
、
売
却
し
ま
し
た
。

　

現
在
ま
で
、
軽
自
動
車
、
家
具

な
ど
の
動
産
１
２
１
件
と
不
動
産

38
件
の
合
計
１
５
９
件
を
地
元
公

売
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
に
よ

り
税
に
充
当
す
る
な
ど
滞
納
整
理

に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
年
々
徴
収
率
は
向

上
し
、
平
成
26
年
度
の
市
税
徴
収

率
は
83
．８
％
と
な
り
ま
し
た
が
、

ま
だ
ま
だ
県
下
の
平
均
徴
収
率
を

下
回
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　

平
成
18
年
度
以
降
、
預
貯
金
、

不
動
産
、
生
命
保
険
な
ど
、
合
計

１
，
７
８
４
件
の
差
押
を
執
行
し
、

市
税
に
係
る
延
滞
金
に
つ
い
て
も

累
計
で
１
億
円
を
超
え
る
金
額
を

徴
収
し
て
き
ま
し
た
。

※
延
滞
金
と
は
、
市
税
、
国
民
健

康
保
険
税
が
本
来
の
納
期
限
ま
で

に
完
納
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、

そ
の
遅
延
し
た
税
額
お
よ
び
期
限

に
応
じ
て
課
さ
れ
る
も
の
を
い
い

ま
す
。
平
成
27
年
度
の
延
滞
金
の

額
は
、
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付

日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
て
、

税
額
に
対
し
て
年
９
．１
％
の
割
合

を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

市税滞納整理強化
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現年 全体 滞納

種別 預貯金 不動産 生命
保険 債権 売掛金

など

件数 984 235 165 203 9

種別 出資金 給料 動産 その他 合計

件数 49 115 5 19 1,784

10 年を振り返って

差押件数
差
押
件
数
と
延
滞
金

税務課特別滞納整理係　  25１１36
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平
成
17
年
度
に
11
億
５
，
６
０

４
万
円
で
あ
っ
た
滞
納
繰
越
額
は
、

滞
納
整
理
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て

徐
々
に
縮
減
さ
れ
、
平
成
27
年
度

は
４
億
３
，
２
７
２
万
円
と
な
り
、

当
時
の
約
４
割
に
ま
で
圧
縮
し
て

い
ま
す
。

　

税
務
課
で
は
、
現
年
度
分
の
滞

納
対
策
と
し
て
、
平
成
27
年
度
分

が
未
納
と
な
っ
て
い
る
か
た
に
対

し
、
10
月
に
催
告
書
を
発
送
し
ま

す
。
新
た
な
滞
納
を
発
生
さ
せ
な

い
た
め
に
、
現
年
度
分
で
あ
っ
て

も
滞
納
整
理
を
推
し
進
め
て
い
き

ま
す
。
納
付
を
忘
れ
て
い
る
か
た

は
、
早
急
に
納
付
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

市
で
は
、
市
民
の
か
た
が
安
心

し
て
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
く
た
め

に
、
学
校
・
道
路
・
上
下
水
道
・

公
園
な
ど
の
公
共
施
設
の
整
備
や
、

教
育
・
福
祉
・
環
境
・
消
防
（
救

急
）
な
ど
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
行

い
、
市
民
生
活
の
基
盤
や
地
域
社

会
の
環
境
整
備
を
図
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
公
共
施
設
の
整
備
や
公

共
サ
ー
ビ
ス
は
、
税
金
に
よ
っ
て

ま
か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
税
は
公
平
に
課
す
る
だ
け
で

な
く
、
公
平
に
徴
収
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　

市
の
根
幹
を
支
え
る
収
入
源
で

あ
る
税
の
歳
入
お
よ
び
税
の
公
平

性
の
確
保
の
た
め
に
、
滞
納
繰
越

額
の
圧
縮
と
新
し
い
滞
納
の
防
止

を
念
頭
に
、
今
後
も
引
き
続
き
滞

納
整
理
を
推
し
進
め
て
い
き
ま
す
。

放置しないで相談を

0

200,000

H17

1,041,699

795,734

727,934
686,962

657,663
606,418

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

550,226 533,642
561,044

432,726

1,156,040
繰越額（千円）

滞納繰越額の推移

　けがや病気、失業など、やむを得ない事情により、一
時的に納付が困難な場合には、納税計画を確実に守って
いただく事を条件に、法律の範囲内で納期を延ばしたり、
分割して納付したりすることができます。何もせずに
未納をそのまま放置しておいても問題の解決にはならず、
延滞金の増加、差し押さえ・公売などの不利益を受ける
ことになります。
　平日の業務時間（午前８時 30 分～午後５時 15 分）
はもちろん、予約をしていただくことにより、時間を延
長して（午後５時 15 分～９時）担当職員が事情を聞き、
それぞれに応じて法律の範囲内で納税計画を立てるな
ど、負担が大きくならないよう相談を受けています。
　なお、夜間納税相談窓口は、利用の際に予約が必要
となりますので、事前に連絡してください。電話でも窓
口でも対応をさせていただきますので、早めに相談して
ください。

滞
納
繰
越
額
の
推
移

税
の
公
平
性
の
確
保
の
た
め
に

現
年
度
対
策
の
強
化
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